
1979年出上の木簡

一
九
七
九
年
出
上
の
木
簡

概

は
じ
め
に

一
九
七
九
年
度
に
も
、
全
国
各
地
か
ら
木
簡
が
出
土
し
た
。
木
簡
学
会
で
は
、

各
発
掘
機
関
の
担
当
者
に
お
願
い
し
て
、
以
下
に
収
録
す
る
報
告
を
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
。
多
忙
な
な
か
、
原
稿

。
図
面

。
写
真
等
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
関

係
者
各
位
の
御
協
力
に
対
し
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
本
号
に
は
、
編
集

の
都
合
で
、
創
刊
号
に
収
録
で
き
な
か
っ
た
平
安
京
左
京
内
膳
町
跡

・
滋
賀
県

畑
田
廃
寺
跡

（
一
九
七
八
年
度
）
や
埼
玉
県
新
倉
館
跡

・
広
島
県
安
芸
国
分
尼
寺

伝
承
地

。
愛
媛
県
久
米
窪
田
Ｉ
遺
跡

（
一
九
七
七
年
度
）
を
も
収
め
て
い
る
。

第

一
表
に
、
各
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
木
簡
の
点
数
を
示
し
た
。
藤
原
官
跡
の

八
八
〇
点
が
群
を
抜
い
て
多
く
、　
平
城
官
跡

（東
院
園
池
西
南
地
区
出
土
木
簡
が

ほ
と
ん
ど
全
て
で
一
一
〇
点
）、　
平
城
京
内
遺
跡
が
そ
れ
に
次
ぐ
。　
他
に
は
、
草

戸
千
軒
町
遺
跡
や
城
山
遺
跡

・
金
光
寺
跡
な
ど
の
出
土
点
数
が
多
い
。
城
山
遺

跡
は
、
創
刊
号
の
段
階
で
は
、
遺
跡
の
性
格
が
不
明
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
の
調
査
と
出
土
木
簡
等
の
内
容
に
よ
り
、
古
代
地
方
官
衝
跡
で
あ
る
こ
と

が
ほ
ぼ
確
定
し
た
。

次
に
、
本
簡
出
上
の
各
遺
跡
を
、
特
に
、
出
土
遺
構
に
注
目
し
て
分
類
す
る

と
、
左
の
如
く
に
な
る
。

古
代
都
城
　
　
　
　
　
　
平
城
官
跡

・
平
城
京
内
遺
跡

・
藤
原
官
跡

・
藤
原

京
条
坊
関
連
遺
構

。
長
岡
京
跡

古
代
地
方
官
衝

・
城
柵
　
国
府
遺
跡

・
城
山
遺
跡

・
鴨
遺
跡

・
服
部
遺
跡

。

下
野
国
府
跡

。
道
伝
遺
跡

。
払
田
柵
跡

古
代
寺
院
　
　
　
　
　
　
畑
田
廃
寺
跡

中
世
館

。
城
郭
　
　
　
　
木
津
氏
館
跡

・
下
津
城
跡

。
新
倉
館
跡

中
世
集
落
　
　
　
　
　
　
草
戸
千
軒
町
遺
跡

・
尾
道
市
衝
地
遺
跡

・
穴
太
遺

跡

中
世
寺
院
　
　
　
　
　
　
金
光
寺
跡

近
世
都
市

　ヽ
　
　
　
平
安
京
左
京
内
膳
町
跡

近
世
城
郭
　
　
　
　
　
　
大
坂
城
三
の
丸
遺
跡

不
明
　
　
　
　
　
　
　
　
安
芸
国
分
尼
寺
伝
承
地



穴
太
遺
跡
は
、
縄
文
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
お
よ
ぶ
複
合
遺
跡
で
あ
り
、
木

簡
は
、
近
世
以
降
の
土
層
と
、
そ
れ
以
前
の
土
層
と
の
攪
乱
を
受
け
た
層
か
ら

出
土
し
た
。
出
土
遺
構
に
注
目
し
た
分
類
で
あ
る
の
で
、
そ
の
表
記

・
内
容
な

ど
か
ら
中
世
末
の
木
簡
と
判
断
し
、
中
世
集
落
の
項
に
入
れ
て
あ
る
。

こ
の
分
類
表
か
ら
み
る
と
、
古
代
都
城
跡
か
ら
の
出
土
が
多
い
の
は
勿
論
で

あ
る
が
ぃ
そ
れ
と
と
も
に
、
古
代
地
方
官
行

・
城
柵
跡
か
ら
の
出
上
が
多
い
。

木
簡
の
概
念
規
定
は
さ
て
措
い
て
も
、
本
簡
出
上
遺
跡
は
、
古
代
の
都
城
跡
や

地
方
官
衛
跡
出
上
が
そ
の
大
半
を
占
め
、
加
工
状
木
片

つ
木
器

・
馬
形
木
製
品

・
斎
串

・
陽
物

・
墨
書
土
器

・
三
彩
陶
器

・
土
馬

・
釦
印

・
釦
銭
な
ど
、
木
簡

と
伴
出
す
る
遺
物
に
も
共
通
点
が
多
い
。

木
簡
の
出
土
状
況
と
特
色

藤
原
宮
跡
の
第
二
七
次
調
査
は
、
東
面
北
門
を
中
心
と
す
る
地
域
で
行
わ
れ
、

東
面
大
垣
の
外
濠
Ｓ
Ｄ

一
七
〇

の
、
自
然
堆
積
し
た
第
三
層
と

第
四
層
か
ら
、
七
七
八
点
の
木

簡
が
出
土
し
た
。
今
回
出
上
し

た
木
簡
は
、
そ
の
記
載
内
容
が

大
宝
令
制
下
の
時
期
の
も
の
が

多
く
、
こ
の
傾
向
は
、
奈
良
県

教
育
委
員
会
で
行

っ
た
、
宮
東

北
隅
の
Ｓ
Ｄ

一
七
〇
出
土
木
簡

に
も
共
通
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
　

『木
簡
研
究
』

第
三
号

で
報
告
予
定
の
第
二
九
次
調
査

（
一
九
八
〇
年
四
月
ぞ
七
月
）
で

は
、
第
二
七
次
調
査
地
の
や
や

南
の
Ｓ
Ｄ

一
七
〇
か
ら
、
評
制

1979年 出 土 木 簡 一 覧 表 ※ 木簡新出遺跡

遣  跡  名 所 在 地 点 数

平 城 宮 跡 奈 良 市

平 城 京 内 遺 跡

藤 原 宮 跡 奈良・橿 原 市 880

※藤原京条坊関連遺構 I

長 岡 京 跡 京者卜・向 日 市 2

平安京左京内膳町跡 京  都  市 9

国 府 遺 跡 大阪・藤井寺市 5

※大坂 城三の丸遺跡 大  阪  市

※木 津 氏 館 跡 三重・上 野 市 ユ

※下  津  城  跡 愛知・稲 沢 市

※新  倉  館  跡 埼玉・美 里 村

城 山 遺 跡 静岡・可 美 村

※鴨 違 跡 滋賀・高 島 町

※服 部 遺 跡 滋賀・守 山 市 5

※穴  太  遺  跡 滋賀 。大 津 市 1

※畑 田 廃 寺 跡 滋賀・愛知川町 と

※下 野 国 府 跡 栃木・栃 木 市 ユ

※道  伝  遺  跡 山形・川 西 町

払  田  柵  跡 秋田・仙 】ヒ町 と

草 戸 千 軒 町 遺 跡 広島・福 山 市

尾 道 市 街 地 遺 跡 広島・尾 道 市 1

※安芸国分尼寺伝承地 広島・東広島市 1

※久 米 窪 田 I遺 跡 愛媛・松 山 市

金 光 寺 跡 福岡・太宰府町



1979年出上の木簡

下
の
荷
札
木
簡
が
多
数
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｄ

一
七
〇
と
い
う
同

一
遺
構
で
、
し
か

も
自
然
堆
積
と
い
う
状
況
下
に
あ

っ
て
も
、
発
掘
箇
所
に
よ
っ
て
は
、
時
期
的

に
異
な
っ
た
木
簡
が
出
土
す
る
例
で
あ
る
。
今
後
、
木
簡
の
考
察
に
際
し
、
留

意
す
べ
き
例
で
あ
る
。
内
容
を
み
る
と
、
官
司
名
が
多
く
み
え
、
皇
太
妃
宮
職

や
造
木
画
所
等
は
、
令
制
官
司
に
み
え
な
い
。
ま
た
、
少
子
部
門
や
建
部
門
な

ど
門
号
を
記
し
た
木
簡
、
吉
備
関
係
の
荷
札
木
簡
等
が
注
目
さ
れ
る
。

平
城
宮
東
院
園
池
西
南
地
区
で
は
、
二
条
条
間
大
路
北
側
濤
で
あ
る
Ｓ
Ｄ
五

二
〇
〇
か
ら
、　
一
一
〇
点
の
木
簡
が
出
上
し
た
。
そ
の
う
ち
、
和
釦
七
年
の
年

紀
を
も
つ
も
の
や
庸
米
の
荷
札
木
簡
が
注
意
さ
れ
る
。
第
四
四
次
調
査
で
、
二

条
条
間
大
路
の
南
側
濤
Ｓ
Ｄ
五
七
八
五
が
発
掘
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
和
銅
六

年
五
月
十
日
の
召
喚
状
、
和
銅
七
年
二
月
十
七
日
の
日
付
を
有
す
る
荷
札
、
丹

後

・
備
前

・
備
中
か
ら
の
庸
米
木
簡
の
出
土
し
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

官
跡
庭
園
と
し
て
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
左
京
三
条
二
坊
六
坪
に
お
い
て
、

園
池

へ
の
導
水
路
の
部
分
が
調
査
さ
れ
た

（第
一
二
一
次
）。

こ
こ
で
は
、
和
銅

三
年
の
春
米
木
簡
い
「
竹
野
王
」
、
「
北
宮
」
と
記
す
木
簡
、

「
侍
従
」
の
墨
書

土
器
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
第
九
六
次
調
査
に
お
い
て
も
、
和
釦
五
年

・
七
年
の

荷
札
木
簡
や

「
北
官
」
と
記
す
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。

一
九
七
九
年
度
木
簡
出
土
遺
構
の
う
ち
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
城

山
遺
跡
と
鴨
遺
跡
で
あ
ろ
う
。

伊
場
遺
跡
の
北
西
に
位
置
す
る
城
山
遺
跡
で
は
、
基
壇
状
の
整
地
面
の
南
縁

斜
面
か
ら
、
多
く
の
遺
物
と
と
も
に
、
内
容
豊
か
な
本
簡
が
多
攻
出
土
し
て
い

る
。
天
平
五
年
の
年
紀
木
簡
、
「
論
語
」
。
「尚
書
」
と
記
す
木
簡
、
月
生
木
簡
、

十
二
束
を
単
位
と
し
た
か
と
思
わ
れ
る
稲
の
書
き
上
げ
記
録
の
ほ
か
、
と
り
わ

け
、
長
大
な
具
注
暦
木
簡
が
注
目
さ
れ
る
。
木
簡
の
機
能

・
用
途
を
考
え
る
場

合
に
も
、
今
後
、
こ
の
具
注
暦
木
簡
の
存
在
は
見
の
が
せ
な
い
。
本
報
告
書
の

公
刊
が
倹
た
れ
る
。

鴨
遺
跡
で
は
、
ま
ず
、
貞
観
十
五
年
の
九
月
十
七
日
か
ら
十
月
七
日
ま
で
の

「
痴
員
」
を
書
き
上
げ
た
、　
三
全
ハ
・
五
甑
に
も
お
よ
ぶ
長
大
な
木
簡
が
注
目

さ
れ
る
。
条
里
坪
付
を
記
し
、
「
加
目
方
田
」
「
庄
田
」
の
記
載
、

「
広
碓
」
な

ど
人
名
の
表
記
も
あ
る
。
頭
部
下
方
に
小
孔
が
あ
り
、
柱
に
掛
け
て
あ
っ
た
ら

し
い
。
書
体
か
ら
書
き
手
の
分
析
も
可
能
で
、
ひ
い
て
は
、
こ
の
木
簡
の
機
能

・
用
途
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
ま
こ
と
に
内
容
豊
か
な
木
簡
で
あ
る
。
た
だ
、
こ

の
木
簡
で
は
、

「
苅
員
」
の
対
象
と
な
っ
た
作
物
が
不
明
で
あ
る
。
丸
山
氏
の

報
告
で
は
稲
と
さ
れ
、
ま
た
、
彙
報
欄
で
言
及
し
た
如
く
、
佐
藤
宗
諄
氏
の
補

足
説
粥
で
は
、
刈
安
草
な
ど
稲
以
外
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
遠
敷
郡
の
木
簡
も
、
多
く
の
問
題
点
を
投
げ
か
け
る
。
こ
の
木
簡
は
、
郷

里
制
下
の
も
の
で
、
庸
米
六
斗
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
内
容

・
書
風
は
平
城
宮

出
土
木
簡
に
酷
似
す
る
。
た
だ
、
木
簡
の
作
り
に
は
差
果
が
あ
る
よ
う
で
、
木

簡
の
出
土
状
況
等
を
考
え
あ
わ
せ
て
、
木
簡
の
年
代
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
木
簡
の
年
代
観
の
差
で
、
こ
の
木
簡
の
用
途
や
機
能
の
解
釈
に
大

き
な
差
異
が
生
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
若
狭
国
の
荷
札
木
簡
が
、
近
江
国

高
嶋
郡
の
地
で
出
土
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
今
後
の
検
討
に
倹
た
ね
ば



一
、
釈
文
に
加
え
た
符
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
六
頁
第
二
図
参
照）。

で
の
木
簡
の
通
し
番
号
は
最
下
段
に
示
し
た
。

□ 口
欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
数
え
ら
れ
な
い
も
の
。

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
が
推
定
で
き
る
も
の
。

そ
の
下
の
三
桁
の
数
字
は
型
式
番
号
を
示
す
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
発
掘
機
関

ロロロ

一
、
原
稿
の
配
列
順
序
は
ほ
ぼ
奈
良
時
代
の
五
畿
七
道
の
順
序
に
準
じ
た
。

一
、
釈
文
下
段
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
木
簡
の
長
さ
・
幅
・
厚
さ
を
示
す

は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
。
欠
損
し
て
い
る
場
合
の
法
量
は
括
弧
つ
き
で
示
し
た
。

., 

（
単
位

付
し
た
。

A
A、

抹
消
し
た
字
画
の
あ
き
ら
か
な
場
合
に
限
り
原
字
の
左
傍
に

集
担
当
の
責
任
に
お
い
て
調
整
し
た
。

＜
 

一
、
以
下
の
原
稿
は
各
木
簡
出
土
地
の
調
査
機
関
に
依
頼
し
て
、
執
筆
し
て
い

「

」

木
簡
の
上
端
な
ら
び
に
下
端
が
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と

凡

例

（
和
田

幸
）

他
の
遺
跡
の
木
簡
に
も
、
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
は
多
い
が
、
そ
れ
は
個
々

の
報
告
に
ゆ
ず
ろ
う
。
最
後
に
若
千
の
提
言
を
し
て
、
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

そ
の

一
は
、
古
代
地
方
官
街
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
だ
が
、
墨
書
土
器
の
出

土
点
数
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
記
載
文
字
に
は
、
鴨
遺
跡
と
栄

原
報
告
の
柚
井
遺
跡
の
如
く
、
共
通
す
る
も
の
も
あ
る
。
墨
書
土
器
そ
の
も
の

は
、
木
簡
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
構
の
解
明
に
は
直
接
的
に
結
び
つ
く

例
は
少
な
い
。
し
か
し
、
墨
書
銘
文
の
集
成
は
、
木
簡
の
読
み
取
り
に
も
役
立

つ
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
墨
害
土
器
の
銘
文
集
成
は
、
木
簡
学
会
の
守
備
範
囲

た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
体
裁
お
よ
び
釈
文
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
は
編

な
ら
な
い
。

外
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
各
遺
跡
か
ら
の
報
告
に
、
墨
書
銘
の
詳
細
や
写
真
を
添

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

よ
り
有
意
義
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
は
、

加
工
状
木
片
に
つ
い
て
で
あ
る
。
木
簡
形
状
を
し
て
い
る
も
の
の
、
墨
痕
の
な

も
、
こ
の
加
工
状
木
片
か
ら
、
木
簡
の
寸
法
、
木
取
り
、
木
簡
の
作
成
過
程
や

そ
の
機
能
に
つ
い
て
も
、
考
察
す
べ
き
糸
口
が
多
く
ひ
そ
ん
で
い
る
。
墨
痕
の

な
い
加
工
状
木
片
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
紹
介
や
考
察
は
、
木
簡
研
究
を
進

め
て
行
く
際
に
、
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

を
示
す
。

木
簡
の
上
端
・
下
端
に
切
り
込
み
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

抹
消
に
よ
り
判
読
困
難
な
も
の
。

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
確
認
で
き
る
も
の
。

い
も
の
を
、

一
般
に
、
加
工
状
木
片
と
呼
ん
で
い
る
。
文
字
や
墨
痕
が
な
く
と
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